
所
得
税
の
確
定
申
告 

作
成
と
相
談
は
イ
オ
ン
モ
ー
ル
で

　

所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
け
付
け
が
、

土
・
日
曜
日
を
除
く
2
月
16
日
㈫
〜
3

月
15
日
㈪
に
行
わ
れ
ま
す（
2
月
21
日

㈰
・
28
日
㈰
は
受
け
付
け
ま
す
）。

　

成
田
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告
書
の

作
成
・
相
談
の
特
設
会
場
を
、
3
月
15

日
㈪
ま
で
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
2
階

の
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

受
付
時
間
は
午
前
9
時
〜
正
午
、
午
後

1
時
〜
5
時
で
す
。
期
間
中
、
成
田
税

務
署
内
で
は
確
定
申
告
の
作
成
・
相
談

は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

確
定
申
告
書
な
ど
の
提
出
・
納
期
限

◦
所
得
税
・
贈
与
税
…
3
月
15
日
㈪

◦
個
人
消
費
税
…
3
月
31
日
㈬

　

申
告
会
場
は
、
3
月
に
な
る
と
大
変

込
み
合
い
ま
す
。
早
め
に
準
備
を
し
て
、

な
る
べ
く
2
月
中
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

市
・
県
民
税
申
告 

市
役
所
と
市
内
各
地
区
の
会
場
で

　

市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
2
月
1

日
か
ら
受
け
付
け
を
始
め
て
い
ま
す
が
、

16
日
㈫
か
ら
、
受
付
会
場
が
市
役
所
6

階
中
会
議
室
と
な
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か

市
内
各
地（
3
ペ
ー
ジ
表
）で
受
け
付
け

を
行
い
ま
す
の
で
、
利
用
し
て
く
だ
さ

早
め
の
準
備
で
期
限
内
に

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
・
県
民
税
の
申
告

所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
け
付
け
が
、

2
月
16
日
㈫
か
ら
3
月
15
日
㈪
ま
で
行
わ
れ
ま
す
。

申
告
会
場
は
3
月
に
な
る
と
大
変
込
み
合
い
ま
す
の
で
、

早
め
に
準
備
を
し
て
、

な
る
べ
く
2
月
中
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

広報なりた 2010.2.15 �



会場 受付期日 受付時間

市役所6階中会議室
2月16日㈫〜3月15日㈪（土・日
曜日を除く。ただし、2月21日
㈰・28日㈰は受け付けします）

午前9時〜正午
午後1時〜5時　下総支所2階会議室 2月19日㈮・21日㈰・22日㈪、

3月11日㈭

大栄支所2階会議室 2月28日㈰、
3月 1日㈪・2日㈫・12日㈮

保健福祉館 2月23日㈫

午前9時〜正午
午後1時〜3時

公津公民館 2月24日㈬

八生公民館 2月25日㈭

豊住公民館 2月26日㈮

中郷公民館 3月 3日㈬

久住公民館 3月 4日㈭

三里塚コミュニティセンター 3月 5日㈮

市・県民税申告受付会場

い
。
下
総
・
大
栄
支
所
で
の
受
け
付
け

は
、
4
日
間
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

期
間
中
は
所
得
税
の
確
定
申
告
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
人

は
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
内
の
特
設
会

場
で
確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
分
離
課
税
と
な
る
譲
渡
所
得
の
あ
る

人　
◦
事
業
収
入
・
不
動
産
収
入
が
5
0
0

万
円
以
上
の
人

◦
青
色
申
告
を
す
る
人

　

農
業
所
得
や
営
業
所
得
の
あ
る
人
は
、

収
支
内
訳
書
を
必
ず
作
成
し
て
持
っ
て

き
て
く
だ
さ
い
。
市
役
所
や
各
地
区
の

会
場
で
は
、
受
け
付
け
で
番
号
札
を
渡

し
ま
す
の
で
、
順
番
を
待
っ
て
く
だ
さ

い
。
申
告
書
に
は
、
住
所
・
氏
名
を
あ

ら
か
じ
め
書
い
て
、
押
印
な
ど
の
準
備

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

各
会
場
に
は
、
申
告
書
の
自
書
作
成

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

国
税
電
子
申
告（
e
‐
T
a
x
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
も

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
国

税
の
申
告
や
届
け
出
書
の
提
出
が
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
e
‐
T
a
x

で
申
告
す
る
と
、
次
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ

確定申告はイオンモールで

所得税の確定申告も受け付けています。混雑の状況によっては、下記の時間
内でも、受け付けを終了することがありますのでご了承ください。

り
ま
す
。

◦
平
成
21
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

を
本
人
の
電
子
署
名
・
電
子
証
明

書
を
付
け
て
期
限
内
に
提
出
す
る
と
、

所
得
税
額
か
ら
5
、
0
0
0
円
を
控

除
で
き
ま
す（
平
成
19
年
分
ま
た
は

20
年
分
の
確
定
申
告
で
控
除
を
受
け

た
場
合
は
で
き
ま
せ
ん
）

◦
源
泉
徴
収
票
や
医
療
費
の
領
収
書
な

ど
は
、
内
容
を
入
力
し
て
送
信
す
る

こ
と
で
、
提
出
を
省
略
で
き
ま
す

◦
還
付
ま
で
の
期
間
が
通
常
の
6
週
間

程
度
か
ら
3
週
間
程
度
に
短
縮
さ
れ

ま
す

確
定
申
告
書
の
作
成 

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.nta.go.jp

）の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
る
と
、
自

宅
で
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署（
☎
28
‐

5
1
5 

1
）ま
た
は
市
民
税
課（
☎

20
‐
1
5
1
3
）へ
。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除 

市
・
県
民
税
で
は
申
告
不
要
に

　

平
成
18
年
末
ま
で
に
入
居
し
、
所
得

税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る

人
で
、
税
源
移
譲
に
よ
り
所
得
税
が
減

額
と
な
り
控
除
で
き
る
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
額
が
減
額
と
な
っ
た
場
合
、
減
少
分

を
翌
年
の
市
・
県
民
税
か
ら
控
除
で
き

ま
す
。

　

市
・
県
民
税
に
つ
い
て
こ
の
控
除
を

受
け
る
た
め
に
昨
年
は
申
告
が
必
要
で

し
た
が
、
今
回
の
平
成
22
年
度
分
か
ら

申
告
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、

山
林
所
得
や
退
職
所
得
の
あ
る
人
、
所

得
税
の
平
均
課
税
の
適
用
を
受
け
る
人

は
、
従
来
の
申
告
を
し
た
方
が
有
利
な

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
税
制
改
正
に
よ
り
平
成
21

年
〜
25
年
に
入
居
し
た
人
に
つ
い
て

も
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
切
れ
な
か
っ

た
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
あ
る
場
合
に
は
、

市
・
県
民
税
か
ら
控
除
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
合
も
、
市
町
村

へ
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
税
課（
☎
20
‐
1 

5
1
3
）へ
。
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